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［要旨］環境対策を経済発展と両立させること、すなわち、持続可能な発展を目指すことが地球

温暖化を含む地球環境政策の基本的な目標である。しかしながら、地球環境問題はその原因と影

響が様々な分野に複雑に絡み合っており、適切な政策や対策を執り行うことが非常に難しい。政

策・対策検討のためには、複雑に絡みあう関連因子を総合的に勘案し、多様な政策方針の是非に

ついて比較検討を実施出来るようにするための支援ツールの開発が強く求められている。本研究

では、濃度安定化等の温暖化抑制目標とそれを実現するための経済効率的な排出経路、および

同目標下での影響・リスクを総合的に解析・評価するための支援ツール“AIM/Impact[Policy]”

を開発した。AIM/Impact[Policy]のうち、温暖化抑制目標を前提条件として与えた場合の温室

効果ガスの最適排出経路を推計する動学的最適化モデルを用いて、温室効果ガス安定化制約の下

での、地球規模の気候変化や温暖化影響，温室効果ガス削減政策のタイミングについて定量的評

価を行った。 

 

［キーワード］地球温暖化、統合評価モデル、気候安定化、温室効果ガス削減政策 

 

１．はじめに 

 20世紀以降現在まで、地球平均気温は0。6±0。2℃上昇している1)。その主な原因は、人間活動

に起因するものであることが強く示唆されている2)。地球規模での気温上昇は、気候変動による異

常気象の頻発に少なからず影響すると考えられており3)、その結果による自然生態系や生活環境、

農業や水資源に対する甚大な影響が懸念されている4)。また、地球規模での気温上昇は、海水の熱

膨張や山岳氷河・大陸氷河の融解を引き起こし、海水面下地域と高波や津波の危険地域が拡大す

ると予想されている5)。 
 地球温暖化を最小限に食い止めるために、温室効果ガス濃度を安定させる必要がある。気候

変動枠組条約では
6)
、その究極的な目標として「地球の気候系に対し危険な人為的干渉を及ぼ

すことにならない水準において、大気中の温室効果ガスの濃度を安定させること」を掲げてい
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るが、達成すべき具体的目標値は述べられていない。これは、温室効果ガスの安定化濃度と温暖

化影響との関係について科学的知見が充分でないことや、「危険な人為的干渉」がいかなるもの

であるかの判断には主観が少なからず含まれること、などが理由と考えられる。近年、欧州各国

では危険な影響を回避するための安定化濃度が提案され、温暖化影響による被害やその対策コス

トの比較などの研究が進められてきている。さらに、2007年に公表予定のIPCC第4次評価報告書に

おいても、影響から見た温暖化の危険な水準と主要な脆弱性の検討は重要な課題に挙げられてい

る。また、京都議定書の第一約束期間以降の枠組みを検討する際にも、安定化濃度を達成する

ためには排出量をいつまでにどの程度削減すれば良いか、その場合の気温変化の影響はどうな

るかなどに関する科学的知見が強く求められている。 

 環境対策を経済発展と両立させること、すなわち、持続可能な発展を目指すことが、地球温暖

化を含む地球環境政策の基本的な目標である。しかしながら、地球環境問題はその原因と影響が

様々な分野に複雑に絡み合っており、適切な政策や対策を執り行うことが非常に難しい。政策・

対策検討のためには、複雑に絡みあう関連因子を総合的に勘案し、多様な政策方針の是非につい

て検討することが強く求められている。 

 

２．研究目的 

 本研究の目的は、濃度安定化等の温暖化抑制目標とそれを実現するための経済効率的な排出

経路、および同目標下での影響・リスクを総合的に解析・評価するための政策支援ツールを開

発することである。 

 

３．研究方法 

温暖化抑制目標を前提条件として与えた場合の温室効果ガスの最適排出経路を推計する動学的

最適化モデルと、その最適排出経路の下での気候変化により引き起こされる様々な分野の温暖化

影響を推計する影響評価モデルを用いて、温室効果ガス安定化制約の下での、地球規模の気候変

化や温暖化影響、温室効果ガス削減政策のタイミングについて定量的評価を行う。 

 

４．結果・考察 

４．１ AIM/Impact[Policy]の開発 

 濃度安定化等の温暖化抑制目標とそれを実現するための経済効率的な排出経路、および同目

標下での影響・リスクを総合的に解析・評価するための政策支援ツールである

AIM/Impact[Policy]を開発した（図-1）。AIM/Impact[Policy]は、全球平均気温・海面上昇、大

気中GHG濃度等に関して将来目標を設定した場合の、(1) 最適温室効果ガス排出経路ならびに地

域別排出削減分担量を推計し、(2) 同温室効果ガス排出経路を前提とした場合の国別・分野別

温暖化影響量を示して、設定した将来目標が「危険な影響」の回避に十分であるかどうか（将

来目標の有効性）を検討するための材料を提供する機能を持つ。これらは、地球温暖化抑制政

策の具体的な将来目標の策定に非常に有効である。AIM/Impact[Policy]は大きくは、抑制目標

下での温室効果ガス排出に関してシミュレートする「排出推計パート」と、抑制目標の下で発

現が予期される温暖化影響をシミュレートする「影響推計パート」の2つのパートからなる。

また、それぞれのパートは、複数のモデルの連結により構成されている。 
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排出推計パートは、3つのモデルの連結により構成されている。動学的最適化モデルは、世界

を一つの地域として取り扱い、様々な制約条件下における地球全体の温室効果ガス排出パス（言

い換えると、各時点での削減必要量）を推計する。バーデンシェアリングモデルでは、動学的最

適化モデルによって推計された地球全体の温室効果ガス削減量を用いて、国別の削減負担を算定

する。バーデンシェアリングモデルでは、全球での削減必要量を国別に割り振るための異なる複

数のスキームを含み、ユーザーが任意に選択可能である。世界経済モデルは多地域一般均衡型経

済モデルであり、バーデンシェアリングモデルにより推計される各国・各地域の削減負担がもた

らす経済影響を定量的に評価する。世界経済モデルでは、世界を複数の地域に分割し、複数の温

室効果ガスガスを取り扱う。世界経済モデルでは、国別・地域別の削減負担を経済的に達成する

ためのフレキシビリティスキーム（排出権取引、ＣＤＭ等）採用の効果についても検討可能であ

る。影響推計パートでは、国別気候変化（降雨量・気温）を、既存の影響研究の知見に基づいて

用意した国別分野別影響関数と組み合わせ、国別分野別の潜在的影響を推計する。分野別影響関

数を作成するための既存影響研究知見としては、筆者らが過去に行った影響評価モデル研究に加

え、論文誌等で過去に発表された多くの影響研究の知見を利用することが可能であり、分野別影

響研究知見の総合化プラットホームとして機能する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 AIM/Impact[Policy]のモデル構造図
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４．２ 気候安定化のための温室効果ガス排出抑制政策分析 

 図-1に示すモデルの中で、温暖化抑制目標を前提条件として与えた場合の温室効果ガスの最適

排出経路を推計する動学的最適化モデルと、その最適排出経路の下での気候変化により引き起こ

される様々な分野の温暖化影響を推計する影響評価モデルを用いて、温室効果ガス安定化制約の

下での、地球規模の気候変化や温暖化影響、温室効果ガス削減政策のタイミングについて定量的

評価を行った。温暖化影響を考慮して、温室効果ガス濃度安定化とGHG削減タイミングを検討する

ために、Business as Usual (BaU)および以下の3つの制約下におけるGHG排出抑制政策分析を行っ

た。  

• BaU: Business as usual  

• CO2-450ppm: 二酸化炭素濃度 450ppm 以下の制約 

• GHG-500ppm: 温室効果ガス濃度 500ppm 以下の制約 

• GHG-600ppm: 温室効果ガス濃度 600ppm 以下の制約 

制約は1990年から2200年まで、制約値を超えないような二酸化炭素もしくはGHG濃度が保たれる

ように計算される。将来人口および将来経済成長はIPCCで作成されたSRESのB2を用いた。割引率

は4%、GHG/エネルギー産出費の減少率は0.85、気候感度は2.5℃を適用した。2100年までのGHG排

出量、GHG濃度、地球平均気温上昇と、2100年までのインドにおけるイネ・コムギ潜在生産性への

影響を図-2に示す。BaUケースにおいては、2050年までGHG排出量が増加し続け、2100年において

は、GHG濃度が1990年に比べて約2.5倍に増加する。地球平均気温は、産業革命前と比べて2050年

で2.0℃、2100年で3.5℃上昇する。 

WBGU 7)では、様々な既存の研究結果を調査した結果、温暖化の影響について、気温上昇の視点

から閾値について次のように述べている。“above 2ºC the risks increase very substantially, 

involving potentially large extinctions or even ecosystem collapses, major increases in 

hunger and water shortage risks as well as socioeconomic damage, particularly in the 

developing countries。” 

2100年までの気温変化から判断すると、すべてのケースにおいて2℃を超える結果となっている。

CO2濃度450ppmvケースにおいては、二酸化炭素以外のGHGが制限なく排出する設定になっているた

め、GHG濃度がGHG-500ppmケースより高い値を示し、結果として、2100年の地球平均気温上昇は約

2.6℃に達している。GHG-600ppmケースでは、2060年には2℃を超え（約2.1℃）、2100年には2.7℃

に達している。3ケースの中で最も厳しい制約のGHG-500ppmケースにおいても、2100年において

2.1℃に達していることから、結果産業革命前と比べて気温上昇を2℃以下に抑えるような安定化

濃度制約を達成するためには、温室効果ガスを500ppm以下に抑える必要があることが示唆された。 

海面上昇に着目すると、GHG-500ppmケースでは、2050年に0.10m、2100年に0.18mの上昇を示し、

BaUケースと比べそれぞれ約0.96倍、約0.70倍にとどまっている。一方、CO2-450ppmケースと

GHG-600ppmケースでは、2100年においていずれも約0.21mの上昇を示し、GHG-500ppmvケースと比

べて、約1.19倍となっている。 

1961～1990年の平年的状態と比べたイネ潜在生産性変化（インド）に着目すると、21世紀前半

においてはBaUケースも含む全ケースで同様の微減となるが、21世紀後半においてBaUケースでは

潜在生産性低下が次第に進み、21世紀末には20%弱の潜在生産性低下が見込まれる。GHG-600ppmケ

ースやCO2-450ppmケースでは、BaUケースに比べ生産性低下の悪影響は緩和されるものの2040年以
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降も緩やかな減少傾向が続く。一方、GHG-500ppmケースでは、2040年以降には21世紀前半の状態

がほぼ維持されると見積もられた。インドのコムギ潜在生産性については、GHG-500ppmケースで

あっても21世紀中の減少傾向は避けることが出来ないが、BaUケースに比べると減少速度は緩和さ

れる。 

GHG排出量に着目すると、GHG濃度を500ppm以下に抑えるためには、BaUと比べ2020年では

2.9GtCeq/yr、2050年では12.2GtCeq/yrの削減量となり、早急に本格的な削減体制が必要となる。

GHG濃度制約が500ppmv以下における2010年以降のGHG排出量は、1990年における排出量をすべて下

回っており、厳しい排出抑制政策が求められる結果となった。CO2-450ppmケースでは、2010年以

降、GHG排出量はなだらかに低下する排出傾向を示す。GHG-600ppmケースでは、2050年までGHG排

出量が増加するが、2040年以降急激な削減が求められる。 

シミュレーション結果について総括すると、GHG-600ppmケースやCO2-450ppmケースではBaUケー

スに比べて気温上昇・悪影響が緩和されるものの「危険な影響」を回避するために十分とは言え

ず、GHG濃度を500ppm以下に抑えることが望まれる。GHG濃度を500ppmに安定化させる場合、2020

年では2.9GtCeq/yr、2050年では12.2GtCeq/yrの削減量が必要であると見積もられ、早急な対策が

要求されることが明らかとなった。 

 

５．本研究により得られた成果 

 温室効果ガスの排出、それによる気候変化、気候変化による影響といった地球温暖化に関連

する一連のプロセスを統合して評価可能な政策支援ツールであるAIM/Impact[Policy]を開発

した．さらに、AIM/Impact[Policy]に含まれる動学的最適化モデルと影響評価モデルを用いて、

いくつかの温室効果ガス濃度安定化目標を達成するために必要な温室効果ガス排出パスとその時

の温暖化影響を定量的に評価した．その結果、「危険な影響」を回避するために必要な濃度安定

化目標としてGHG濃度500ppm以下が必要であり、その達成のためには、近い将来からの大幅な排

出削減が必要であることを示した。 
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